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セット内容

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）とは、心臓がけいれんし
血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になっ
た心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに

戻すための医療機器です。
２００４年７月より医療従事者ではない一般市民でも使

用できるようになり、病院や診療所、救急車はもちろん
のこと、空港、駅、スポーツクラブ、学校、公共施設、
企業、最近ではコンビニやタクシーなど人が多く集まる

ところを中心に設置されています。

AED-3100本体・電極パッド×2・キャリングバッグ
バッテリ(４年対応)・レスキューキット

AED-3100

※お近くの下記営業所までご連絡下さい。
担当にてご契約内容詳細についてご説明させていただきます。

AED（自動体外式除細動器）とは

取扱価格（レンタルタイプ・販売タイプ）

日本光電工業製 AED-3100

販売タイプ

一 括 285,000円
（消費税別途）

レンタルタイプ

月 額 5,300円
（消費税別途）

※レンタルタイプのみ保証金20,000円（非課
税）

※AEDとして初－5℃での使用も
可能となりました！！

●AEDは通常、耐用年数5年です。既にAEDを設置されているお客様は

この機会に設置経過年数をご確認下さい！

※AED本体の耐用年数が8年！！
(本体の保証期間は5年)

取扱い価格


